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履行確実性確認調査における基準の変更について 

 

平成３１年４月１６日 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 

 

当機構発注業務における履行確実性確認調査を実施するか否かの基準となる

額を以下のとおり変更しましたので公表します。 

 

１．工事の請負契約 

一 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に１００分の１１０

を乗じて得た額（その額が、予定価格に１０分の９.２を乗じて得た額を超

える場合にあっては１０分の９.２を乗じて得た額、予定価格に１０分の７.

５を乗じて得た額に満たない場合にあっては１０分の７.５を乗じて得た額） 

イ 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

ロ 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 

ハ 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 

ニ 一般管理費等の額に１０分の５．５を乗じて得た額 

二 特別なものについては、前号の算定方法にかかわらず１０分の７.５から

１０分の９.２までの範囲内で適宜の割合を予定価格に乗じて得た額 

 

２．測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタ

ント業務（以下「建設コンサルタント業務等」という。）に係る契約の場合 

一 次表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎とな

った同表①から④までに掲げる額の合計額に１００分の１１０を乗じて得

た額（測量業務及び地質調査業務以外については、その額が、予定価格に１

０分の８を乗じて得た額を超える場合にあっては１０分の８を乗じて得た

額、１０分の６を乗じて得た額に満たない場合にあっては１０分の６を乗じ

て得た額。測量業務については、その額が、予定価格に１０分の８．２を乗

じて得た額を超える場合にあっては１０分の８．２を乗じて得た額、１０分

の６を乗じて得た額に満たない場合にあっては１０分の６を乗じて得た額。

地質調査業務については、その額が、予定価格に１０分の８．５を乗じて得

た額を超える場合にあっては１０分の８．５を乗じて得た額、３分の２を乗

じて得た額に満たない場合にあっては３分の２を乗じて得た額） 
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業種区分 ① ② ③ ④ 

測量業務 
直接測量費の

額 

測量調査費の

額 

諸経費の額に

１０分の４．８

を乗じて得た

額 

－ 

建築関係の建設コン

サルタント業務 

直接人件費の

額 
特別経費の額 

技術料等経費

の額に１０分

の６を乗じて

得た額 

諸経費の額に

１０分の６を

乗じて得た額 

土木関係の建設コン

サルタント業務 

直接人件費の

額 
直接経費の額 

その他原価の

額に１０分の

９を乗じて得

た額 

一般管理費等

の額に１０分

の４．８を乗じ

て得た額 

地質調査業務 
直接人件費の

額 

間接調査費の

額に１０分の

９を乗じて得

た額 

解析等調査業

務費の額に１

０分の８を乗

じて得た額 

諸経費の額に

１０分の４．８

を乗じて得た

額 

補償関係コンサルタ

ント業務 

直接人件費の

額 
直接経費の額 

その他原価の

額に１０分の

９を乗じて得

た額 

一般管理費等

の額に１０分

の４．５を乗じ

て得た額 

二 特別なものについては、前号の算定方法にかかわらず１０分の６から１０

分の８まで（測量業務にあっては、１０分の６から１０分の８．２まで、地

質調査業務にあっては、３分の２から１０分の８．５まで）の範囲内で適宜

の割合を予定価格に乗じて得た額 

 

３。製造その他の請負契約（建設コンサルタント業務等を除く。） 

予定価格に１０分の６を乗じて得た額 

 

 

以上 


